
居

る

の

を

お
忘

れ

な

く

、

の
意

。

1-39-11

暹
羅
国
王
よ
り
琉
球
国
王
あ
て
、
火
事
で
船
を
失

っ
た
琉
球
人
を
帰
国

さ
せ
る
暹
羅
船
が
琉
球
近
海
で
難
破
し
、
そ
の
乗
員
の
送
還
を
う
け
た

こ
と
に
謝
し
、
使
者
を
送

っ
て
返
礼
す
る
む
ね
の
咨

(
一
四
八
〇
、
三
、
二
三
)

暹
羅
国
王
、
謹
ん
で
琉
球
国
王
殿
下
に
咨
回
す
。

恭
し
く
惟
う
に
天
を
体
し
て
道
を
行
い
、
善
を
以
て
民
を
牧
す
れ
ば
盛
徳

は
孤
な
ら
ず
、
仁
親
も
て
宝
と
為
す
。
曩
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
両
国
財
を

通
ず
る
の
美
あ
り
。
邇
き
に
至
り
遐
き
を
歴
て
有
を
貿

い
無
を
易
う
る
の
交

あ
り
。
常
に
遣
使
し
て
来
り
、
絡
繹
と
し
て
絶
え
ず
。
況
に
前
歳
、
使
臣
澹

馬
巴
等
を
差
わ
し
て
来
到
す
る
も
、
不
幸
に
し
て
船
財
の
殃
を
被
る
は
皆
是

れ
命
な
り
。
新
た
に
舟
航

一
隻
を
措
し
て
、
専
ら
正
使
奈
悶
英
謝
替

・
副
使

奈
曾
謝
替

・
通
事
奈
栄
等
を
差
わ
し
、
方
物
を
装
載
し
、
正
副
使
等
を
伴
送

し
て
貴
国
に
回
還
せ
し
む
る
に
、
舟
行
し
て
将

に
近
か
ら
ん
と
す
る
に
、
又

風
水

に
遭

い
て
船
は
洋
中
に
溺
し
人
亡
び
て
財
散
ず
。
近
ご
ろ
咨
の
来
る
を

蒙
り
て
方
め
て
其
の
事
を
知
る
。
此
れ
乃
ち
天
の
降
せ
る
禍
な
り
。
番
衆
の

逃
命
し
て
存
す
る
者
有
る
或
り
。
咸
く
発
揮

に
頼
り
て
回
来
す
る
は
実
に
憐

恤
と
為
す
。
使
臣
泰
刺

・
通
事
紅
錦
等
を
差
わ
し
咨
を
持
し
て
厚
礼
す
る
を

蒙
れ
ば
、
数
に
依
り
収
め
て
訖
る
。
之
を
回
さ
ん
と
す
る
も
及
ぼ
ず
、
之
を

受
く
る
も
愧

有

り
。
今
、
護
送

の
奈
■

を
差
わ
し
番
梢

三
名

を
帯
領

し
、
咨

を
擎

し

て
礼

を
齎

し
、
来
使

に
随
同
し

て
前
来
し
貴

国

に
回
ら
し
む
。
伏

し

て
乞
う
、
海
涵

し

て
允
納

せ
よ
。
以

て
献
芹

の
意

を
表

す
。
伴
送

の
来
使

は
、

望
む
ら
く
は
早
や
か
に
本

国
に
回

る
を
賜
わ
ん

こ
と
を
。
須
ら
く
咨

に
至

る

べ
き
者
な
り
。

今
、
礼
物
を
開
す
　

蘇
木
三
千
斤
　
紅
布

一
十
匹

回
奉
の
礼
物
　

蘇
木
二
万
斤

右
、
琉
球
国
王
に
咨
す

成
化
十
六
年

(
一
四
八
〇
)
三
月
二
十
三
日

注

*
〔三
九
-
一
一
〕
〔三
九
-
一
二
〕
〔三
九
-
一
三
〕
〔三
九
-
一
四
〕
〔三
九
-
一
六
〕

〔三
九
-
一
七
〕
の
各
文
書

に
記
さ
れ
た
琉
球
・
暹
羅
間

の
往
復
を
文
書

の
内

容
か
ら
年
代
順
に
略
述
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る

(な
お
年
月
日
の
記
載

の
な
い

〔三
九
-
一
四
〕
は

〔三
九
-
一
一
〕
の
前

に
あ
る
べ
き
文
書
で
、
成

化
十
五
年
春
の
発
信
と
思
わ
れ
る
)。

成
化
十
三
年
の
冬
に
暹
羅

へ
向
か

っ
た
正
使
澹
馬
巴
等

の
琉
球
船
は
火
災

に
よ
り
失
わ
れ
た

(〔一二
九
-
一
四
〕

〔三
九
-
一
一
〕
〔三
九
-
一
二
〕
)
。
こ
の

た
め
暹
羅
側
は
船

一
隻
を
工
面
し
、
正
使
奈
悶
英
謝
替
等
を
遣
わ
し
て
澹
馬

巴
等
を
琉
球

へ
送
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
風
の
便
が
悪
く
暹

羅

へ
い
っ
た
ん

戻
り
、
次
の
冬

(成
化
十
四
年
)
の
間
と
ど
ま

っ
て
船
を
修
理
し
た
。
成
化

十
五
年
春
に
こ
の
船
が
出
発
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
琉
球
か
ら
正
使
倪
実

・

通
事
鄭
珞
等

の
船
が
到
着
し
た
の
で
、
以
上
の
こ
と
を
知
ら
せ
、
ま
た
暹
羅

国

の
正
使
奈
悶
英
謝
替
の
派
遣
を
告
げ

て
、
書
簡

〔三
九
-
一
四
〕
を
倪
実
・

鄭
珞

等
に
託
し
た
。
成
化
十
五
年
春
に
出
発
し
た
こ
の
暹
羅
船
は
琉
球
付
近



に
至

っ
て
遭
難
す
る
。
助
か

っ
た
者
は
琉
球
側
の
保
護
を
受
け
、
十
五
年
冬

の
琉
球
船
で
使
臣
泰
刺

・
通
事
紅
錦
等

と
共
に
暹
羅

へ
戻

っ
た
。
成
化
十
六

年
春
、
暹

羅
側
は
護
送
の
奈
姻
お
よ
び
番
梢
三
名
を
つ
け
て

〔三
九
-
一
一
〕

〔三
九
-
一
二
〕
〔三
九
-
一
三
〕
の
文
書
と
と
も
に
泰
刺
・紅
錦
等
を
帰
国
さ

せ
る
。
奈
姻
等
は
先
の
暹
羅
船
遭
難
の
事
情
調
査

の
目
的
も
持

っ
て
い
た
が
、

成
化
十
六
年
冬
の
琉
球
船
で
使
者
武
志
馬

・
倪
始
等
と
共
に
暹
羅

へ
戻

っ
た

(
三
九

-
一
六
〕
〔三
九
-
一
七
〕
)
。
成
化
十
七
年
春
、
武
志
馬

・
倪
始
等
が

暹
羅
を
辞
し
て
帰
国
す
る
と
き
に
与
え
ら
れ
た
咨
が

〔三
九
-
一
六
〕
〔三
九

-
一
七
〕
で
あ
る
。

(1
)
仁
親
も
て
宝
と
為
す
　
仁
親
は
い

つ
く
し
み
親
し
む
。
『大
学
』
に

「仁

親
以
為
宝
」
と
あ
る
。

(2
)
船
財
の
殃
　

〔三
九
-
一
四
〕
に
よ
れ
ば
火
災
。
殃

は
わ
ざ
わ
い
。

(
3

)

措

し

て
 

工

面

し

て

。

(4
)
奈
　
暹

羅
側
の
使
者
や
通
事
の
名

の
上
に
付
く

「奈
」
は
タ
イ
語

の
ナ

イ
。
ア
ユ
タ
ヤ
朝
の
官
位
に
と
も
な
う
称
号

に
つ
い
て
は
、
郡
司
喜

一

『十
七
世
紀

に
於
け
る
日
暹
関
係

』
(昭
和
九
年
、
外
務
省
調
査
部
)
の

大
著
を
参
照
し

つ
つ
、
東
恩
納
寛

惇
氏
が

『歴
代
宝
案
』
に
関
係
す
る

部
分
を
考
察
し
て
い
る
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、位
階
は
上
か
ら
パ
ヤ
(
P
a
-
Y
a
)、

オ
ッ
ク
ヤ
ー

(
O
c
-
Y
a
)
、
オ
ッ
ク
プ
ラ

(
O
c
-
P
r
a

)、
オ
ッ
ク
ル
ア
ン

(
O
c
-
L
u
a
n
g

)
、
オ

ツ
ク
ク
ー
ン

(
O
c
-
C
o
u
n
e

)、
オ
ツ
ク
ミ

ュ
ー
ン

(
O
c
-
M
e
u
i
n
g

)、
オ
ッ
ク
パ
ン

(
O
c
-
P
a
n

)
で
あ
り
、
こ
の
位
階
を

持

つ
も
の
は
オ
ッ
ク
某
な
ど
と
称

す
る
が
、
「
以
上
の
位
階
を
有
た
ぬ
人

は

一
様
に
ナ
イ
某
と
書
く
習
慣
で
…
君
又
は
氏

に
相
当
す
る
程
度
の
称

号
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る

(『東
恩
納
寛
惇
全
集

第
三
巻
』
昭
和
五

十
四
年
、
第

一
書
房
、

一
八
三
-

四
頁
。
な
お
カ
タ
カ
ナ
と

ロ
ー

マ
字

表
記
は
原
文
の
ま
ま
)。

漢
文
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
ナ
イ
の
使
用
例
は
、
ア
ユ
タ
ヤ
朝
の
ご
く

初
期
に
さ
か
の
ぼ
る
。
洪
武
四
年

(
一
三
七

一
)
の
暹
羅
斛
国
の
明

へ

の
使
者
名
に
奈
思
俚
儕

刺
識
悉
替
と
あ
る
の
を
初
め
と
し
、
『明
実
録
』

に
頻
出
す
る
。
ま
た

『李
朝
実
録
』
の
太
祖

二
年

(
一
三
九
三
)
六
月

庚
寅
の
条
に
は

「
暹
羅
斛
国
、
遣
其
臣
乃
張
思
道
等
二
十
人
、
来
献
蘇

木

一
千
斤
」
と
あ
り
、
乃
に

「乃
、
其
国
官
名
也
」
と
割
注
が
あ
る
。

(5
)
謝
替
　

港
務
官
を
意
味
す
る
タ
イ
語
の
チ
ャ
オ

・
タ
ー
に
あ
た
る
と
い

う
説
が
あ
る
。
前
注
の

『東
恩
納
』

一
八
四
頁
、
及
び
石
井
米
雄

「タ

イ
の
中
世
国
家
像
」
(池
端
雪
浦
編

『変
わ
る
東
南
ア
ジ
ア
史
像
』
一
九

九
四
年
、
山
川
出
版
社
、

一
四
五
頁
)
を
参
照
。
十
七
世
紀
以
後
、
ア

ユ
タ
ヤ
の
港
が

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
含
む
各
国
の
船
で
賑
わ

っ
た
と
き
、
各

国
人
別

に
港
湾
事
務
を
担
当
す
る
も
の
が
い
て
、
チ
ャ
オ
・
タ
ー

(
c
h
a
o
-

t
h
a
a

)
と
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
前

の
時
代
で
あ
る
本
文
書

で

は
、
謝
替
は
別
の
意
味
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
『明
実
録
』
に
あ
る

一

三
七

一
年
の
暹
羅
斛
国

王
使
者

の
「奈
思
俚
儕

刺
識
悉
替
」

(洪
武
四
年

十
二
月
壬
午
条
)
、
ま
た
こ
れ
と
同
人
か
も
し
れ
な

い
一
三

八
七
年

の
使

者
の

「坤
思
利
済
刺
試
職
替
」

(洪
武
二
十
年
七
月
乙
巳
条
)
な
ど
の
例

が
初
め
で
あ
る
。
『歴
代
宝
案
』
の
こ
の
時
代

に
近

い
例
と
し
て
は
、

一

四
七
七
年
の
暹
羅
国
王
使
者

の
「坤
帖
謝
堤
」

(成
化
十
三
年
四
月
辛
亥

条
)
、

一
四
八
二
年
の
使
者

の

「坤
望
群
謝
堤
」

(成
化
十
八
年
七
月
己

卯
条
)
な
ど
が
あ
り
、
本
文
書

の
例
と
お
な
じ
く
、
謝
替
に
あ
た
る
部

分
は
称
号
や
名
前

の
下
に
つ
く
。

(6
)
正
副
使
等
　
正
使
澹
馬
巴
、
副
使
社

(杜
か
)
納
奇
、
通
事
鄭
興

(〔
三

九
-
一
四
〕
)。



(
7

)

将

に
近

か

ら

ん

と

す
　

こ

こ

で
は

間

も

な

く

琉

球

に

つ
こ
う

と

い
う

時

、

の
意

。

(8
)
近
ご
ろ
咨

の
来
る
　
以
下
に
あ
る
使
臣
泰
刺

・
通
事
紅
錦
等
が
も
た
ら

し
た
咨

で
、
成
化
十
五
年
冬
の
到
着
で
あ
ろ
う
。
総
注
参
照
。

(9
)
逃
命
　
逃
れ
て
命
び
ろ
い
を
す
る
。

(10
)
紅
錦
　
生
没
年
不
詳
。
久
米
村
紅
氏

(和
宇
慶
家
)
二
世

(『家
譜

(二
)
』

二
〇

一
頁
)。

(
11

)
擎
　

さ

さ
げ

持

つ
。

1-39-12

暹
羅
国
礼
部
尚
書
屋
把
?
摩
訶
薩
陀
烈
よ
り
琉
球
国
王
あ
て
、
火
事
で

船
を
失

っ
た
琉
球
人
を
帰
国
さ
せ
る
暹
羅
船
が
琉
球
近
海
で
難
破
し
、

そ
の
乗
員
の
送
還
を
う
け
た
こ
と
に
謝
し
、
使
者
を
送

っ
て
返
礼
す
る

む
ね
の
書
簡

(
一
四
八
〇
、
三
、
二
三
)

暹
羅
国
礼
部
尚
書
屋
把
?
摩
訶
薩
陀
烈
、
琉
球
国
王
殿
下
に
啓
す
。

前
歳
、
使
臣
澹
馬
巴
等
を
差
わ
し
て
来
到
す
る
に
、
不
幸
に
し
て
船
財
、

殊
を
被
る
は
皆
是
れ
命
な
り
。
新
た
に
舟
航

一
隻
を
措
し
、
専
ら
正
使
奈
悶

英
謝
替

・
副
使
奈
曾
謝
替

・
通
事
奈
栄
等
を
差
わ
し
、
方
物
を
装
載
し
、
正

副
使
等
を
伴
送
し
て
貴
国
に
回
還
せ
し
む
る
に
、
舟
行
し
て
将
に
近
か
ら
ん

と
す
る
に
、
又
風
水
に
遭
い
て
船
は
洋
中
に
溺
し
人
亡
び
て
財
散
ず
。
近
ご

ろ
咨

の
来
る
を
蒙
り
て
方
め
て
其
の
事
を
知
る
。
此
れ
乃
ち
天
の
降
せ
る
禍

な
り
。
番
衆
の
逃
命
し
て
存
す
る
者
有
る
或
り
。
咸

く
発
揮
に
頼
り
て
回
来

す
る
は
実
に
憐
恤

と
為
す
。
使
臣
泰
刺

・
通
事
紅
錦
等
を
差
わ
し
咨
文

・
礼

物
等
を
持
し
、
及
び
管
事
官
列
位

に
賜
わ
る
を
蒙
れ
ば
、
?

に
已
に
行
数
し

て
収
め
て
訖
る
。
之
を
回
さ
ん
と
す
る
も
及
ぼ
ず
、
之
を
受
く
る
も
愧
有
り
。

今
、
護
送
の
奈
■
を
差
わ
し
、
番
梢
三
名
を
帯
領
し
、
咨
を
擎
し
て
礼
を
齎

し
、
来
使
に
随
同
し
て
前
来
し
殿
下
に
回
貢
す
。
伏
し
て
乞
う
、
海
涵
し
て

允
納
せ
よ
。
以
て
献
芹
の
意
を
表
す
。
伴
送
の
来
使
は
、
望
む
ら
く
は
早
や

か
に
本
国
に
回
る
を
賜
わ
ば
便
益
な
り
。
鑑
納
せ
よ
。
不
宣
。

今
、
開
す

屋
把
?
摩
訶
薩
陀
烈
　
回
奉
す

紅
鎖
袱

一
匹
　
長
さ

一
丈
六
尺

薔
薇
露
水
五
缶

香
花
紅
酒
三
?

蘇
木

一
千
斤

冒
坤
孛
陀
屋
　
回
奉
す

西
洋
紅
布
二
条

薔
薇
露
水
二
缶

香
花
紅
酒
三
?

奈
勾
歌
沙
　
回
奉
す

手
巾
織
花
糸
黄
布

一
条

蘇
木
六
百
斤

長
史
奈
悦
本


